
回 覧

平成 26年  5月  1日

前橋市建設部建築住宅課

大雪被災住宅復旧支援金の受付期間の延長について

本市では、平成 26年 2月 の大雪の被告に伴い、必要となる住宅の修繕にかかる

経費の一部を支援 していますが、被災した住宅の数が想定以上であったため、その

復旧に時間を要することから次のとお り支援金の受付期間の延長を行います。

◎延長する受付期間

変更前 平 成 26年 2月 20日 (木)～ 平成 26年 6月 30日 (月)

変更後 平 成 26年 2月 20日 (木)～ 平成 26年 12月 26日 (金)

◎手続きの流れ

これまでを変わりません。

① り災証明書を取得する
(危機管理室へ申請)

②工事業者により工事を施工する

③申請各に必要書類を添付し、
市役所建築住宅擦へ直接提出する)

支援金額確定通知害の送付

支援金の交付
支援金を申請者の日座に張 り込みます

建築住宅課住宅整備係 (市役所 8階 )

電話 :027-898-6834 (履主貴重)


